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第 1部  第 3期 計画策定について

第 1章  計 画策定の趣旨

高齢者虐待は、高齢者の人権を侵害する深刻な問題です。

葛飾区の虐待相談件数は、20年 度は 37件 、21年 度は 60件 、22年 度は

52件 となっています。その背景にある高齢者 と養護者を取 り巻 く環境の変

化や、養護者 自身が抱える問題の多様化が課題 となってお ります。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (平成

17年 法律第 124号  以 下 「高齢者虐待防止、養護者支援法」 とい う。)は

平成 18年 4月 に施行 されてから、6年 が過ぎます。

高齢者虐待防止、養護者支援法は、国および地方公共団体の責務や市町

村の役害Jが明記され、高齢者虐待の早期発見 ・早期対応を図るとともに、

養護者の支援を行いその負担の軽減を図ることとしています。

また、介護保険法では区市町村が地域支援事業において、「被保険者に対

する虐待の防止およびその早期発見のための事業その他の被保険者の権利

擁護のため必要な援助を行 う事業」を実施することを義務付けています。

葛飾区では、平成 19年 3月 より、「葛飾区高齢者虐待防止計画」を策定

し、高齢者虐待の早期発見、早期対応、養護者支援の体制の整備 に努めて

きました。

この度の第 3期 (平成 24年 度から26年 度まで)で は、第 2期 計画の事

業実績を踏まえ、特に高齢者虐待の予防に関する事業や、虐待を受けた高

齢者の迅速かつ適切な保護および養護者に対する支援をよリー
層進め、高

齢者の一
人ひとりの尊厳が尊重 されるよう、計画を策定するものです。



第 2章  計 画の位置づ け

本計画は、葛飾区基本計画に基づく個別計画であって、高齢者虐待防止、
養護者支援法を具体化させ、関係機関との連携を推進し、葛飾区の取り組み
を明らかにするとともに、積極的な行動指針となるよう策定するものです。

第 3章  計 画期 間

第 3期 の高齢者虐待防止計画は、平成 24年度から平成 26年度の計画期

間とし、3年 ごとに見直しを行います。

計画期間

平成 18年

4月

18～20年 度 21～23年 度 24～ 26年 度

葛飾区高齢者虐待防止計画

第 1 期

計画期間

高齢者虐待

防止計画策定

第 2 期

計画期間

高齢者虐待

防止計画策定

第 1期 の実績

を踏まえ、第2

期計画を策定

ワ

コ

第 3 期

計画期間

高齢者虐待

防止計画策定

第 2期 の実績

を踏まえ、第 3

期計画を策定

基本構想

基本計画

高齢者虐待防止計画



第4章  計 画の理念

高齢者が安心して生活できる

「虐待ゼロ」の地域社会づくりを

めざします。



テータの説BR女を修正しきした。

第 2部  計 画の考え方

第 1章  高 齢者虐待 の実態

厚生労働省発表の 「平成 22年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援などに関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」(平成 23年 12月 6日

発表)に よると、平成 22年度の養護者による在宅における高齢者虐待に関する相
談 ・通報の総数は、25,315件です。

そのうち葛飾区における平成 22年度の養護者による在宅における高齢者虐待に

関する相談 ・通報は、52件でした。

(1)高 齢者虐待の概要

①相談 ・通報者

過去 3年 間において、相談 ・通報者で一番多く占めているのは、全国、葛

飾区ともに 「介護支援専門員、介護保険事業所職員」です。次に多いのは、
全国では 「家族 ・親族」ですが、葛飾区においては、平成 20年に2件 、平成
21年度に 7件、平成 22年度に 16件 と増えており、平成 22年度は 2番 目に

多くなりました。高齢者虐待を発見しやすい方が、どういう方かということ
がわかります。



銃計を 3角 年としました。

相談 ・通報者

全 国

※相談 , 通報者 は重複して計上してぃる。

葛飾区

※「包括」は地域包括支援センターの略。

※構成害」合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に合わない場合がある。

2 0年度 21年度 22年度
件 数 構成害」合 件 教 構成害J合 件 数 構成害J合

介護支援専門員

介護保険事業所馳 昌
9,493 438% 10,346 442% 10,985 434%

近 隣住 民 口知 人 1 167 5,4% 1,318 5.6% 1,395 5.5%

民生委員 1,758 8,1% 1,856 79% 1,687 6。7%

被虐待者本人 2,559 11.8% 2,728 117% 2,713 10,7%

家族 口親族 2,882 133% 2,908 124% 3.180 12.6%

虐待者 自身 331 1.5% 417 1_8% 393 1,6%

当該行政職員
′と日=些モ《豊喜【争どヽ 1,692 7.3% 1,679 7.2% 1,806 7.1%

警 察 1,470 6.8% 1,734 7.4% 2,122 8.4%

その他 1,938 8,9% 2,041 8,7% 2,468 9.7%

不 明 176 08% 113 0。5% 132 0.5%

合 計 23,466 25,140 26,881

実相談件数 21,692 23,404 25,315

20年度 2 1年度 22と手度

包 括 区
合 計 構成割合

包 括 区
合 計 構成割合

包推 区
合 計 構成割合

件 勤 件 数 件 数 件 数 降 麹 件 甑
介護支援専門員

介護保険事業所職員
17 0 17 45.9% 20 11 31 36.9% 20 2 22 293%

近隣住民B知人 1 0 1 2,7% 1 6 7 83% 7 2 9 12.0%

民生委 員 1 0 1 2,7% 1 0 1 1.2% 3 0 3 40%

被虐待者本人 4 1 5 13.5% 4 5 9 10,7% 1 7 8 107%

家族 口親族 2 0 2 5,4% 3 4 7 8.3% 7 9 16 213%

虐待者 自身 0 0 0 0,0% 9 1 10 11.9% 2 0 2 27%

当該行政職員

(担当部署除く)
1 1 2 5,4% 8 1 9 1070/1 4 2 6 80%

警 察 2 0 2 54% 1 3 4 4.8% 0 0 0 0.0%

医療機関 5 1 6 16、2% 2 1 3 3,6% 1 5 6 80%

その他 0 1 1 2,7% 2 1 3 3.6% 1 2 3 400/0

合 計 33 4 37 100.0% 51 33 84 1000% 46 29 75 1000%



②虐待の内容

全国、葛飾区ともに 「身体的虐待」の割合が高くなっています。葛飾区で

は、平成 22年 度に 「′心理的虐待」が 「身体的虐待」 と同数 とな りました。

虐待への対応には、身体を守る以外にも精神的なサポー トが重要であること

が うかがわれます。

虐待の内容
全国

20年度 21年度 2 2年度
件 数 構 成害‖合 件 数 構 成 害‖合 件 数 構成害1合

身体的虐待 9,467 410% 9,919 41.3% 10,568 41.2%

心理的虐待 5,651 24.5% 5,960 24.8% 6,501 253%

性的虐待 116 0.5% 96 0.4% 94 0.4%

経済的虐待 3,828 16.6% 4,072 16.9% 4,245 16.5レ

介護等放葉 4,020 17.40/ 3,984 16.6% 4,273 16.67

合 計 23,032 100,07 24.031 100,0敦 25、681 100_07

虐待判断件数 14,889 15,615 16,668

※種別は重複して計上している。

葛飾区

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

※種別は重複して計上している。

2 0年度 21年度 224千月重
件 数 構 成割 合 件 数 構 成割 合 件 数 構 成害J合

身体的虐待 23 48。9% 40 44,4% 32 36.0%

心理的虐待 10 21,3% 27 30.0% 32 36.0%

性的虐待 0 0,0% 0 0,0% 0 0.0%

経済的虐待 5 106% 14 15.6% 13 146%

介護等放棄 9 19,1% 9 10_0% 12 13.5%

合 計 47 100.0% 9C 100.0% 89 100.0%

虐待判断件数 37 60 52

介護等放棄,12

的虐待″13

身体的虐待′32

:______型年度47件        21年 度60件 22々二j書524牛



(2)被 虐待者 (虐待を受けた高齢者)の 概要

①被虐待者の性別

性別においては、全国、葛飾区ともに 「女性」が 「男性」よりも明らかに

多く、葛飾区は全国よりさらに害J合として高くなっています。

被虐待者の性別
全国

20年度 2 1年 度 22年度
件 数 構成割合 件 数 構成害J合 件数 構成害l合

男性 3,382 22.1% 3,625 22.7% 4,035 23.4%

女 性 11,899 77,8% 12,371 77.3% 13,176 76.5%

不 明 12 0,1% 6 0.0% 2 0,0%

合計(人) 15,293 100.0% 16,002 100.0% 17,213 100,0%

虐待判断件数 14.889 15ャ615 16.668
※1件の事例に対し虐待者が複数の場合も含む。

※構成害」合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

葛飾区

2 0年度 21年度 22玄革f

件数 構成割合 件 数 構成割合 件数 構成割合

男性 6 16.2% 15 25,0% 9 17.30/6

女性 31 83.8% 45 75,0% 43 82,7%

合計(人) 37 100,00/0 60 100,0% 52 100.0%

虐待判断件数 37 60 52

被虐待者の男女書1合(葛飾区)
□男性 回 女性

20年度

37件

21年度

60件

22年度

52件



②被虐待者の年齢層

虐待を受けた方の年齢を比較すると、「80～89歳 」の階層が一
番多く、

景には介護や認知症 との関係が考えられます。

被虐待者の年齢層

全国

20年度 21年度 22年度
件 数 構成割合 件 数 構成害J合 件 数 構成害」合

65-69清 罷 1,552 10。1% 1,616 10.1% 1,762 10.2%

70～ 79歳 5,663 37,0% 5,898 369% 6,381 370%

80～ 89歳 6,380 41,7% 6,758 42.2% 7,260 42.2%

90歳 以上 1,527 10.0% 1,604 10,0% 1,733 10,1%

不 明 171 1.1% 126 0,8% ，
′

，
′ 0.4%

合計(人) 15,293 100,0% 16.002 100,0% 17,213 1000%

虐待判断件数 14,889 15,615 16,668

※重複して計上している。

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100 %に合わない場合がある。

葛 飾 区

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

墜 o■●0歳■口70～79歳|■国る0■tO歳■由1張嘉函正下硬茅下頭

背

20年度 21年度 22年度
件 数 構成害J合 件 数 構成害」合 件 数 構成害J合

65～ 69歳 3 8。1% 6 10.0% 5 9.6%

70～ 79歳 9 24,3% 21 35.0% 20 385%

80～ 89歳 13 35.1% 25 41.7% 26 500%

90歳以上 7 18,9% 7 117% 1 1.9%

不 明 5 13.5% 1 17% 0 0,0%

合計(人) 37 100.0% 60 1000% 52 100.0%

虐待判断件数 37 60 52

被虐 待者の年齢〔葛飾 区)



③被虐待者の介護度別認定者、認知症日常生活自立度

全国、葛飾区ともに、要介護 2・3が高い割合となっています。被虐待者
で介護を要する者のうち、7害J以上の者が介護サービスの支援を欠かせない

状態です。

また、認知症日常生活自立度においては 「自立度Ⅱ」以上のなんらかの支

援を必要とする人が、支援を必要としない人より多くなっていますも

被虐待者の介護度別認定者
全国

204 F度 21年度 224=F野

件教 構成割合 件 数 構成割合 件数 構成割合

要支援1 741 7.1% 850 7.7% 806 6.9%

要支援2 1,032 99% 1,019 9.3% 1,056 90%

要介護1 1,978 19,0% 2,151 19,6% 2,364 20.10/0

要介護2 2,030 19.5% 2,244 20.5% 2,541 21.6%

要介護3 2,248 21,5% 2,180 19,9% 2,280 19,4%

要介護4 1,534 14,7% 1,549 14.1% 1,678 143%

要介護5 825 7.9% 929 8.5% 1,010 86%

不 明 46 0.4% 50 0.5% 19 0.26/0

合計 10,434 100,00/0 10,972 100.0% 11,754 100.0%

虐待判断件努 14,889 15,615 16.668

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

葛飾区

20年度 2 1年 層 224=担 室

件数 構成割合 件 数 構成割合 件数 構成割合

要支援1 0 0.0% 1 3,0% 0 0.0%

要支援2 1 4、8% 1 3.0% 1 42%

要介護1 2 9.5% 5 15.2% 5 20,8%

要介護2 8 38.1% 10 30.3% 7 29,23/0

要介護3 3 14.3% 5 15.2% 6 25,0070

要介護4 5 23.8% 7 21.2% 1 4,2%

要介護5 2 9.5% 4 12.1% 4 16.7%

合計 21 100.0% 33 100,0% 24 100,0%

虐待判断件数 37 60 52

※構成書」合は四捨五人しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。



被虐待者の介護度別認定者の認知症日常生活自立度

全国

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

葛飾区

20年度 2 1年度 224子 拒室

件 数 構成割合 件 数 構成割合 件 数 構成割合
自立・認知症なし 1,640 15.70/0 1,642 15.0% 1,603 13.6%

自立度 I 1,612 15.4% 1,803 16.4% 1,868 15,9%

自立度 Ⅱ 2,906 27.9% 3,186 29.0% 3,580 305%

自立度III 2,243 2150/0 2,567 23.4% 2,899 24.7%

自立度IV 807 7.7% 857 7.8% 920 7.8%

自立度M 247 240/0 222 2.0% 254 2.2%

認知症あるが自立度不明 688 66% 483 4.4% 447 3.8%

認知症の有無が不明 291 2,8% 212 1.9% 183 1.6%

合計 10,434 100.0% 10,972 1000% 11,754 100.0%

虐待判断件数 14,889 15,615 16,668

20年度 21年度 224千返室
件 数 構成割合 件数 構成割合 件数 構成割合

自立B認知症なし 3 14.3% 333% 2 8.3%

自立度 I 6 28.6% 4 12.10/0 4 16,7%

自立度 エ 3 1430/0 9 27.3% 7 29.20/0

自立度III 7 33.3% 5 15.2% 5 20、8%

自立度IV 2 95% 3 9,1% 5 20,8%

自立度M 0 0.0% 1 3,00/0 1 4.2%

合計 21 100,0% 33 100.0% 24 100.0%

虐待判断件数 37 60 52

) 訂ユ矢日 生活自立
ランク 判定基準

I
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的
にほぼ自立している。

工
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ
が多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

III
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ
が多少見られ、介護を必要とする。     .

I V
日常生活に支障を来たすような症状コ行動や意思疎通の困難さ
が頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

M
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見ら
れ、専門医療を必要とする。
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(3)主 な虐待者の概要

①虐待者との同居 。別居

全国 ・葛飾区ともに 「同居」の割合が80%以 上です。

虐待者との同居・別居

全国

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に合わない場合がある。

葛 飾 区

20年度 21年度 22至卜,王

件数 構成害‖合 件数 構成害」合 件 数 構成書」合

同居 12,803 860% 13,487 86,4% 14,252 855%

別 居 1,320 122% 1,923 123% 2,194 13,2%

その他 185 12% 1フ8 11% Ｏ
Ｏ 1.1%

不 明 8イ 0,5% 22 0.1% 36 0.2%

合 計 14,889 1000% 15,615 1000% 16,668 1000%

20年 度 2 1 年度 22年度
件 数 構成害J合 件 数 構成害」合 件 数 構成書1合

同居 32 86.5% 52 86,7% 44 84.6%

別 居 5 13.5% 8 133% 8 15,4%

合計 37 100,0% 60 1000% 52 100.0%



②被虐待者の世帯構成

「未婚の子との同居」「既婚の子との同居」が多く目立ちます。

被虐待者の世帯構成

全国

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

葛飾区

※その他(兄弟姉妹夫婦、内縁の夫、孫と同居など)

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に合わない場合がある。

20年度 21年度 2 2年唐

件数 構成害1合 件数 構成割合 件数 構成割合

単身 1,333 9.0% 1,378 8,8% 1,560 9.4%

夫婦二人 2,730 18.3% 2,890 1815% 3,036 182%

未婚の子と同居 5,297 35.6% 5,864 37.6% 6,214 37,3%

既婚の子と同居 4,083 27.4% 4,153 26.6% 4,406 26.4%

その他 1,304 8.8% 1,307 8.4% li351 8.1%

不明 142 1.0% 23 0.1% 101 0.6%

合計 14,889 100.0% 15,615 100.0% 16,668 100.0%

20年度 2 1年度 2 2年度

件数 構成害l合 件数 構成割合 件数 構成割合

単身 4 10.8% 6 10.0% 氏
υ 9,60/0

夫婦二人 4 10,8% 14 23.30/1 Ｒ
ぜ 9,6%

未婚の子と同居 29.7% 22 36.77 28 53.8%

既婚の子と同居
食
Ｕ 16.2% 14 23.30/6 12 23,100

その他 10 27.0% 4 6.7% 2 3,8%

不明 2 514% 0 0.0% 0 0.07

合計
７
′

つ
θ 100.07 60 100.0% 52 100,00/6
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③被虐待者 との関係

全国、葛飾区ともに関係は 「癌、子」「娘」による子からの害J合が、全体の

半数を超えています。

被虐待者との関係

全国

204再握室 2 1年度 224喜担重

件数 構成割合 件数 構成割合 件数 構成割合

夫 2,833 17.3% 3,016 17.7% 3,095 16,9%

妻 855 5.2% 867 51% 910 50%

息子 6,589 40.2% 6,999 4100/0 7,783 42.6%

娘 2,479 15.1% 2,604 152% 2,842 15,6%

息子の配偶宅 1,397 8.5% 1,336 780/0 1,323 7.2%

娘の配偶者 349 2tl% 353 2.1% 376 2.1%

兄弟姉妹 348 2.1% 322 1,9% 344 1,9%

孫 756 4.6% 750 4.4% 783 4.3%

その他 729 4.50/0 797 47% 788 4.3%

不 明 39 0.2% 33 0.2% 22 0,1%

合計 16,374 100.0% 17,077 100.0% 18,266 100.0%
※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が10o%に 合わない場合がある。
※1件の事例に対し虐待者が複数の場合も含む。

※構成害‖合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。
※その他(内縁の夫、甥、妹の夫など)

葛飾区

20年度 21年 層 224=炉雪

件数 構成割合 件数 構成割合 件数 構成割合

夫 3 8.1% 18,3% 3 5.8%

妻 1 2.7% 5 8,3% 0 0.0%

息子 21 5680/0 22 36.7% 24 46.2%

娘 4 10.8% 14 23.3% 18 34.6%

息子の配偶宅 5 13.5% 1 17% 1 1,9%

娘の配偶者 0 0.0% 0 00% 2 3.8%

兄弟姉妹 0 00% 2 33% 1 1.9%

孫 0 0,0% 3 5,0% 2 3.8%

その他 3 8.1% 2 33% 1 19%

合 計 37 10000/0 60 1000% 52 100.0%
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④分離の有無

全国、葛飾区ともに 「分離」しているより 「分離 していない」方の割合が高

くなっています。

分離の有無

全国

204=担露 2 1年度 224手返重

件数 構 成 副 含 件数 構成割合 件 数 構成割合

分離 5,260 33,3% 5.528 33.2% 5,832 32.5%

分離していない 9,357 59,2% 9,650 58.0% 10,643 593%

被虐待高齢者が
複数で異なる対応

65 0.4% 40 0.2% 47 0.3%

その他 1,122 7.1% 1,426 8.6% 1,440 8.0%

合 計 15,804 100.0% 16,644 100.00/0 17,962 100.0%

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

※前年度の継続対応分も含む。

葛飾区

204 F拒電 2 1年度 22年度
件 数 構成割合 件数 構成割合 件 数 構成割合

分 離 9 24.30/0 10 16,7% 21 40.4%

分離していない 28 75,7% 50 83,3% 28 538%

その他 0 0,0% 0 0,0% 3 5,8%

合 計 37 100.0% 60 100,0% 52 100.07

(出典)

全国 :「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律に基づく対応状況等に関する調査

結果」(厚生労働省老健局高齢者支援課認知症 ・虐待防止対策推進室平成 23年 12月 6日 報道発表)
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第 2章  葛 飾 区の状況

平成 22年 10月 1日現在の葛飾区における高齢者数は 96,964人で高齢化率

は 21.7%となっています。高齢化率は、推計では平成 30年 には 24.4%となっ

ており今後も増加傾向にあります。

調査結果から要介護 2以 上の認知症を抱える方が虐待されていることが多く、

特に介護が長期化している場合は、介護者のス トレスも増大し、虐待の要因とな

ることが考えられます。

(1)高 齢者人 日の推移

①葛飾区高齢者人 日、要介護者

高齢者人口 (単位i人)

※小数点第2位以下は四捨五入。

※外国人登録者は含んでいない。

(出典)葛 飾 区戸籍住民課住民基本台帳による世帯 と人 口

高齢者の介護度別認定者数

204手 担室 21資F担更 22年 度

人 数 構成書J合 人 数 構 成 割 合 人 数 構成割合

要支援1 1,338 10、8% 1,318 10,0% 1,244 9.0%

要支援2 1,525 12.3% 1,622 12.3% 1,754 12.7%

要介護モ 1,577 127玖 1,767 13.47 2.034 14,7%

要介護2 2,418 19.50/1 2.571 19,5% 2,888 20,8%

要介護3 2,149 1737 2,199 167タ 2,084 15.0%

要介護4 1,875 1517 1,978 150% 1,988 144%

要介護5 1,546 12_40/1 1.734 13.1% 1,86C 134%

合 計 12,428 100_0% 13,189 100,0% 13,852 100.0%

※構成割合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に合わない場合がある。

(出典)葛 飾 区介護保険課介護保険事業状況報告

20年度 21年度 22年度

65～ 69歳 28,008 29,023 27,880

70～ 79売議 44,085 44,601 45,759

80-89滝 最 17,794 18,858 19,750

90歳以上 3,141 2,554 3,575

合計 93,028 95,036 96,964

官
０



直近のテータに善し替え孝した。

②高齢者人口・要介護者の推移

葛飾区の高齢者人口、要介護者推計

葛飾区の高齢者推計

高

齢

者

人

口

（
人

）

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

1  前 期高齢者(65～74歳)唖 後期高齢者(75歳以上)一 高齢化率

(出典)葛飾区基本計画策定支援 区の人 口推計

要支援 口要介護度別認定者数 (単位 :人 )

平成23年  平 成24年  平 成25年  平 成26年  平 成27年  平 成28年  平 成29年  平 成30年

平成セ4年 平成12す年 平成20年 平1成12■年 平成1231年 平成120年

要支援 1 1,448 1.531 1,62C 1,71G 1,81に 1,924

要支援 2 2,03電 2,15Z 2,277 2,41C 2,55Z 2,704

要介護 1 2,33[ 2,46C 2,612 2,765 2,92[ 3,103

要介護 2 3,371 3,56[ 3,772 3,993 4,22[ 4,48C

要介護 3 2,37[ 2,511 2,657 2,812 2,978 3,156

要介護 4 2,30C 2,432 2,573 2,723 2,884 3,056

要介護 5 2,186 2,311 2,445 2,588 2,741 2,904

合 計 16,049 16,972 17.956 19,007 20,128 21,326

(出典)葛 飾区第 5期 高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業計画 (案)

16



者E要介護認定者―主な
要支援口要

介護認や者

40歳代以
下

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答 全体

要支援1 会
ｕ 10 17 8

ｎ
ロ 14 64

要支援2 8 28 14 12 12 〔
ｙ

Ｏ
と 103

要介護1 16 33 30 24 9
つ
０

質
Ｕ

う
と

要介護2 23 24 35
，
′

つ
０ 12

〔
） 150

要介護3 16 23 25
，
′ 10

ｎ
υ 100

要介護4 4 18 24 12 7 7 72

要介護5 6 14
”
′ 15 8 4 64

無回答 1 1 5 4 1 3 15

全体 80
食
Ｕ 129 68 98 693

(2)葛 飾区の介護者の状況

①介護者の年齢

(単位:人)

主な介護者の年齢

1  40歳 代

:   以 下

i   50歳 代

:   60歳 代

:  70歳 代

: 80歳 以上

10% 20%

(出典)高 齢者の生活に関する調査報告書 (葛飾区福祉部福祉管理課平成 23年 3月 )

字
‘



護要

認支

定援

者 ,

要

介

外

出

で

き

な

い

が仕

難事

しと

いの

両

立

が育

難児

しと

いの

両

立

が家

難事

しと

いの

両

立

少自

な分

くの

な時
つ間

たが

て身
い体

る的

に

疲

れ

て精
い神

る的

に

疲

れ

わ健

し康

く状

な態
いが

思

り経
が済

な的
いに

ゆ

と

手相
が談
いで

なき
いる

相

そ

の

他

る特

こに

と困

はつ

なて

いい

範
小
同
中
生
口

要支援1 6 8 1 ハ
υ

要支援2 1
力
■

要介護1 力
■ 1

■
■ 7

ｎ
υ

要介護2 2
力
■

力
ｔ

■
■

要介護3 0
メ
■ 8 7

要介護4 1
力
■ 5 3

要介護5 力
■

力
■ 2

力
や

■
■ 1

ｎ
υ

無回答 2 4 5
力
■ 1

力
■

全体
力
■

〔
Ｕ

力
■

②介護者が困つていること

主な介護者が困っていること(要支援・要介護度別)

外出できない

仕事との両立が難しい

育児との両立が難しい

家事との両立が難しい

自分の時間が少なくなつた

身体的に疲れている

精神的に疲れている

健康状態が思わしくない

経済的にゆとりがない

相談できる相手がいない

その他

特に困っていることはない

無回答

(出典)高 齢者の生活に関する調査報告書 (葛飾区福祉部福祉管理課平成 23年 3月 )

主な介護者が因つていること(複数回答)
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第 3章  施 策 推 進 の 目標

計画の理念をもとに、具体的施策を展開するにあたって、以下の項 目を目

標に掲げ、必要な施策を総合的に進めます。

(1)虐 待の予防に取 り組む

虐待の背景には、介護疲れや、経済的な事情、精神的な強い負担などが認

められ、これ らへの早めの対処が虐待の予防につなが ります。

「区民への啓発 ・抑止施策Jに よって、高齢者の養護者などには、介護や

福祉についての基本的な情報やサービスの利用方法などとともに、高齢者虐

待についての知識についても、わか りやす く普及啓発をし、普段から無理の

ない介護や高齢者の人権を守ることを心がけていただくよう働き掛けてい

きます。また、 「介護過重負担者の発見 。対応施策」により、介護サービス

事業者など仕事で高齢者 と接する機会のある方にも虐待に対する関心を高

めてもらうことによって、介護負担の重い養護者などへ気遣い、虐待 と関係

のない段階で、早めの対処につながるよう協力をしていただけるように、地

域全体で見守る社会を作っていきます。

その他には、虐待を受けた高齢者については、「認知症のない」方より「認

知症がある」方が多い状況 となってお ります。このことから 「認知症予防 。

理解の促進施策」により、高齢者が認知症の予防に取 り組む機会を作るとと

もに、認知症高齢者に対する正 しい知識や適切な介護方法などについて、養

護者・家族や同じ地域で暮 らす住民の方々等に理解がなされるように取 り組

んでいきます。

(2)早 期発見 ・相談体制を充実させる

虐待をしている養護者 ・家族等には虐待をしているとい う自党がない場

合が多く、また虐待 を受けている高齢者本人 も養護者 ・家族等をかばった

り、他人には知 られた くないなどの思いがあるため、家庭内における高齢

者虐待は発見 しにくい状況にあります。高齢者虐待が悪化 し、命にかかわ

るような深亥Jな事態になる前に、早期に虐待を発見 し、迅速に専門職を中

心に対応 ・支援することが望まれます。

虐待を早期に発見するために葛飾区では、「早期発見 ・見守 リネ ットワー

クの充実施策」により、民生委員 ・児童委員、介護サービス事業者などに

定期的に理解促進の研修を行い、これまでのかつ しかあんしんネッ トワー

ク事業の見守 り機能を充実 していきます。

19



新たに社会福祉協議会による小地域福祉活動 と連携 し、虐待問題への関

心を高めていき、地域の方々の協力を得て、虐待の問題がある方が、必要

な支援につながるように早期発見の協力体制の構築を進めます。

また、高齢者本人や家族などが何か不安を感 じた時に、いつでも相談で

きるようヤこ 「相談窓日の充実施策」が必要です。24時 間電話相談や区の相

談窓 日だけではなく、地域包括支援センターの相談窓日の機能を充実させ、

周知に努めます。 さらに権利擁護センターかっ しかの相談援助 と連携 し、

区役所内にある他の虐待問題関係部署 との連携 も図 り、高齢者虐待への通

報に円滑な対応ができるよう体制を整備 します。

(3)高 齢者の安全 ・安心を確保する

高齢者虐待防止、養護者支援法では、養護者による虐待を受けた高齢者

について、老人福祉法の規定による措置を行 うために、必要な居室を確保

するための措置を講ずるものとされています。また、高齢者の生命または

身体の安全の確保に万全を期する観点か ら、警察署長へ、必要に応 じ適切

に、援助を求めなければならないとされています。

葛飾区では、高齢者の人権を守るために、「保護の実施施策」に努め、シ

ェルターを設置 し、やむを得ない事由による措置の実施、養護老人ホーム

ヘの緊急入所など居室の確保に努めます。また、通報があつた場合、実態

把握調査により高齢者の安全を確認するとともに、必要な場合は警察の協

力を得て、立ち入 り調査を実施するなど迅速な対応に努めます。

次に 「保護以外の支援施策」 として、認知症などにより契約や金銭管理

などの支援が必要な方に対 して、成年後見制度の活用を進めた り、判断力

があるが、金銭管理の手伝いを希望する方には、社会福祉協議会の地域福

祉権利擁護事業 ・財産保全管理サー ビス事業を案内します。また、閉庁時

に虐待の通報が警祭へ入つた場合の対応 を円滑にするために、警祭 との協

力体制を強化 した り、被虐待高齢者の精神的なショックに対 して、心のケ

ア事業の実施に努めます。

(4)養 護者等を支援する

高齢者が重度の要介護状態や認知症である場合、家族が介護を抱え込むこ

とで、身体的 ・精神的負担が増 し、結果的に虐待に至っていることがありま

す。虐待が発生する原因についてはこの他にも、高齢者 と虐待者の人間関係

や経済的困難など様々な問題が複雑に絡み合つて起こることが分かつてい

ます。虐待の疑いがある養護者 。家族等を把握 した場合、リスク要因を分析

し、養護者 ・家族等に対 して適切な支援を行 うことが、高齢者虐待の解決に



つながることもあります。

「介護負担の軽減施策」として、
一時介護やショー トステイ事業、夜間対

応型訪問介護及び随時訪間介護や介護保険サー ビスの活用を組み合わせな

がら、介護者の介護負担の軽減に取 り組みます。また、地域包括支援センタ
ーにおける総合相談事業、認知症相談会、家族介護者教室において、より良

い介護 をしていくためのア ドバイスや方法を提供 します。

悩みや不安、精神的な負担感の解消を図るために、 「メンタルヘルスケア

施策」として、心のケア事業による心理カウンセラーの派遣、保健所 。保健

センターによるこころの健康についての相談など専門職による相談事業や、

地域包括支援センターによる認知症家族会において、ピアカウンセ リングを

通 し、介護者の心理的な負担軽減を図 ります。

その他にも 「生活支援施策」では、虐待の原因となる養護者や家族の依存

症などや経済的困窮に対 して専門的な支援を行います。

(5)チ ームアプローチを強化する

高齢者虐待には、家族や本人が問題を重複 して抱えていることも少なくな

いことから、様々な関係機関と連携 しながら解決の援助を行 う必要がありま

す。

連携には組織 と組織の連携 と人 と人の連携があり、 「関係機関との連携 ・

強化施策」としては、虐待防止ネ ッ トワーク運営委員会の開催をはじめ、区

役所内の関係各課や医療機関、介護サー ビス事業者など虐待問題の関係機関

に対する事業周知や協力依頼をして、連携を築 くために力を入れます。また、
「関係職種 との連携 。強化施策」においては、関係職種の協力関係を構築す

るために、地域包括支援センターによる地域ケア会議を実施 します。

地域ケア会議では、関係者の情報共有を図 り、支援方針の検討を通 して、

関係者の連携を築きます。解決のために、専門的な知識が必要 となる場合に

は、弁護士 ・精神科医など専門職の協力を要請 します。

さらに区役所内の関係部署職員や地域包括支援センター職員、介護サー ビ

ス事業の従事者など虐待問題の関係者に対 して、関係職種が互いに尊重 しあ

い、より良い協力関係を築 くために、研修会や事例検討会を行い、相互の役

割の理解 とスキルアップを図 ります。

ワ

】



第4章  施 策の体系

≪≪ 施策 ≫≫

≪≪ 施策 ≫≫

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫

介護サービス事業者を通した介護に疲労
している養護者に対する声掛けヰロ談

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫

かつしかあんじんネットワーク事業の活用

小地域福祉活動による虐待通報への協力

地域包括支援センターの体制口機能の強
化

区の相談窓回の周知

24時 間電話相談事業の周知

権利擁護センターかつしかの相談援助

人権推進課B生活課等の区役所内虐待問
題関係部署と連携

≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

啓発用パンフレットの配布
区民への啓発・抑止

講演会等の開催による普及啓発

認知症の予防・理解
先進的介護予防事業による認知症予防の

キヤラバン・メイトの活用、認知症サポー

ターの養成

早期発見口見守り
ネットワークの充実

ネットワーク関係者への研修とマニュアル
の周知

相談窓回の充実

ワ
０

９
０



軍標31‐■高齢1者|の安全‐1安心を確察|する

≪≪ 施策 ≫≫

≪≪ 施策 ≫≫ ≪≪≪≪ 事業 ≫》≫≫

≪ 担当部署 ≫

(区委託機関)
地域包揺支援センター

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(社会福祉協議会)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

≪ 担当部署 》

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(介護保険課)

(高齢者支援課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(区委託機 関)
地域包括支援センター

(区委託機関)
地域包括支援センター

≪≪≪≪ 事業 ≫》≫≫

実態把握調査

立ち入り調査の実施

地域福祉権利擁護事業B財産保全管理
サービス事業の活用

成年後見制度の活用

警票との協力体制強化

被虐待者への心のケア事業

介護保険制度の利用勧奨

総合相談支援事業の活用

認知症相談会の活用

家族介護者教室の活用

シエルターの設置

養護老人ホームヘの緊急入所措置

やむを得ない事由による措置の実施

以外の支援施

護負担の軽減
一時介護事業の実施

ショートステイ事業の実施

夜間対応型訪問介護及び随時訪問介護

９

０



事業名を変更しました。

≪≪ 施策 ≫≫

≪≪ 施策 ≫≫

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫ ≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(保健所)
(保健センター)

(人権推進課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(保健所)
(保健センター)

(生活課)

統合失調症口うつ病、薬物・アルコール依
存症などの相談

失業日経済的困窮についての相談

弁護士・精神科医など専門職への協力要
=主
百同

介護保険課・生活課等区役所内虐待問題
関係部署との連携B協働

≪≪≪≪ 事業 ≫≫≫≫ ≪ 担当部署 ≫

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

(区委託機関)
地域包括支援センター

(区委 託機 関 )
地域包括支援センター

(高齢者支援課)

(高齢者支援課)

l    lで 囲まれている事業は、事業目標を立てて、重点的に推進していくもの

メンタルヘルスケア
心理カウンセラーの派遣

4時間電話相談事業の実施

こころの健康についての相談

悩み事相談、DV相談の活用

認知症高齢者家族会の活用

関係機関との連携・ 葛飾区高齢者虐待防止ネットワーク運営
委員会の開催

関係機関に対する事業周知と協力依頼

地域ケア会議の実施

研修口事例検討会によるスキルアップ

24



第 3部   計 画の具体的な推進

第 1章 施 策 の方 向性 と事業

目標 1「 虐待の予防に取 り組む」、 目標 2「 早期発見 。相談体制を充実させる」、
目標 3「 高齢者の安全 ・安心を確保する」、目標 4「養護者等を支援する」、目標 5
「チームアプローチを強化する」についての事業を行つて、高齢者虐待ゼロを目指

します。

第 2章 施 策推 進 のた めの組 織 の運 営 と役 害J

(1)高 齢者虐待防止ネ ッ トワーク

高齢者虐待防止、養護者支援法において、区市町村は高齢者虐待の防止や早期発
見、虐待を受けた高齢者や養護者に対する適切な支援を行 うために、関係機関や民
間団体 との連携協力体制を整備 しなければならないとされています。

葛飾区は、「早期発見 。見守 リネ ッ トワーク」「保健医療福祉サービス介入ネ ッ ト
ワーク」 「関係専門機関介入支援ネッ トワーク」の 3つ のネ ットワークを強化 し、
連携 して対応することによって、高齢者虐待を防止 し、問題が深刻化する前に高齢
者や養護者等に対する適切な支援を行つていきます。

なお、各ネ ットワークの構築は、区 ・地域包括支援センターが連携を取 りながら
進めていきます。葛飾区高齢者虐待防止ネ ッ トワークは高齢者虐待防止ネ ッ トワー

ク運営委員会、高齢者虐待防止ネ ットワーク庁内連絡会、地域包括支援センターが

相互に連携 ・調整を行いながら、機能 していくことにな ります。

①早期発見 ・見守 リネ ッ トワーク

住民が虐待の防止、早期発見、見守 りを行 う機能を持つネ ットワークです。
具体的には、自治町会や民生委員 ・児童委員、社会福祉協議会をはじめ、地域

啓発活動を担 うボランティアが、高齢者 との普段の関わ りや、住民の生活に密着
した立場から相談を受ける中で、生活の変化に気づき、その情報を地域包括支援
センターに伝えるようなネ ッ トワークを構築 していきます。

また、地域社会から孤立 しがちな高齢者や家族に対 して、民生委員や近隣住民
が関心を持ちながら見守 りを続けることで虐待の防止につながった り、虐待が疑
われるような場合でも早期に発見 し適切な対応を取ることによって問題が深亥」
化する前に支援することにもつなが ります。

葛飾区には、
一

人暮 らしの高齢者が住みなれた地域で安心 して暮 らし続けられ
るよう、地域全体で見守 り、支援する仕組み として、 「かつ しかあん しんネ ッ ト
ワーク事業」があります。このネッ トワークを活用 し、

一
人暮 らしの高齢者のみ

ならず、支援の必要な高齢者すべてに対象を拡大 し、高齢者虐待防止に向けて早
期発見 ・見守 り体制が取れるよう関係機関との連携 ・協力に努めていきます。

また、新たに社会福祉協議会による小地域福祉活動で、虐待について知ってい

ただき、心配なことがあれば関係機関に相談されるように取 り組みます。



②保健医療福祉サービス介入ネットワーク
高齢者への虐待予防。養護者等の介護負担の軽減等に向けてどのように対応す

るかをチームとして検討し、具体的な支援を行つていく機能を持ちます。具体的
には地域包括支援センターが中心となって、居宅介護支援事業所、介護サービス
事業者、医療機関などの関係する専門職員で地域ケア会議などを開催し、支援し
ていきます。

③関係専門機関介入支援ネットワーク

虐待問題の解決にあたり、専門的な対応を必要とする場合に、協力を得るため
のネットワークです。

特に、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の生命または身体に危険が生じ
ている場合や財産その他債権債務整理などの問題解決が必要な場合など、警祭、
法律関係者などの専門機関・専門職や、精神保健分野の専門機関等と連携を図り
ます。

(2)高 齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
この委員会は学識経験者、医師、弁護士、自治町会連合会、民生委員児童委員協

議会、警祭署、介護支援専門員及び居宅サービス事業者に関する事業所等で構成さ
れています。
葛飾区高齢者虐待防止計画、対応マニュアルの策定を行います。また、葛飾区高

齢者虐待防止計画における事業の推進状況等を管理するとともに、高齢者虐待防止
ネットワーク構築の検討や高齢者虐待防止ネットワークの運営 ・調整を行います。

(3)高 齢者虐待防止ネットワーク庁内連絡会
高齢者虐待防止計画の策定や推進をするため、福祉部長を座長とし、政策企画課

長、人権推進課長、地域振興課長、福祉管理課長、介護保険課長、西生活課長、東
生活課長、金町保健センター所長を委員とする庁内連絡会を設置し、計画事業調整
や進行管理を行っていきます。

(4)地 域包括支援センター

平成 18年の介護保険法改正で新設されたしくみで、地域支援事業等を実施し、
地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行 うことに
より、地域の高齢者の保健医療の向上および福社の増進を包括的に支援することを
目的としています。「地域における総合的なマネジメントを担う中核機関」と位置
づけられ、保険者である区市町村が介護保険事業計画で設定した日常生活圏域ごと
に lヶ所設置することが目標とされています。区では、高齢者の支援 。相談窓日と
して、7ヶ所のセンターと6ヶ所の分室、lヶ所の出張相談窓口を設置しています。
設置者は区から委託を受けた法人です。
地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員などが中



心 となって、以下の業務を担っています。

1)包 括的支援事業

①介護予防ケアマネジメント事業 (介護保険法 115条の44第 1項第 2号 )
。高齢者が介護を受ける生活にならないように、リスクのある高齢者を発見
し、介護予防事業につなげる

②総合相談支援事業 (介護保険法 115条の44第 1項第 3号 )
・総合相談や地域のネットワークを構築し、要援護者の早期発見につなげる
③権利擁護事業 (介護保険法 115条の 44第 1項第 4号 )
。悪質商法による被害防止啓発活動や虐待問題への相談 ・支援など
④包括的・継続的マネジメント事業 (介護保険法 115条の44第 1項第 5号)
・支援困難事例の相談、介護支援専門員への支援など

2)任 意事業 (介護保険法 115条の44第 2項 )
①家族介護支援事業

家族介護者教室や認知症家族会育成により介護技術や方法を学ぶ機会を
提供したり、精神的に支援する

3)そ の他事業 (介護保険法 115条の45第 1項)
①介護予防事業普及啓発

②自主活動育成
地域の高齢者の介護予防に資する自主活動を支援する

4)介 護予防支援事業 (介護保険法 115条の20第 1項 )
。要支援者の介護予防ケアプラン作成 ・契約 ・評価
。一部委託先居宅介護支援事業所との契約

家族介護支援事業の一つ として、認知症の方を介護 している家族の会があります。
介護の悩みを同じ立場の人同士が集まって、話 し合い、経験をもとに助言 したり、
共有 した りします。理解者がいると、つい手を上げてしまった り、きついことを言
つた りして しまうことがあっても、エスカレー トしないで済みます。介護者の精神
的サポー トに大きな役害Jを果たしています。

なお、区は地域包括支援センターの中立 ・公正な運営を確保するため、学識経験
者、介護保険サービス提供事業所、医師、介護支援専門員、第

一
号被保険者、第二

号被保険者など幅広い層の代表を委員 として、地域包括支援センター運営協議会を
設置 しています。

葛飾区では、地域包括支援センターを、高齢者虐待防止ネ ッ トワークを構築する
中核 として位置づけています。なお、権利擁護事業は社会福祉士が担 うことになっ
ています。区では、地域包括支援センターの社会福祉士等が中心 となって、高齢者
虐待に対 して、区や関係機関と協力 し、速やかに対応できるように取 り組んでいき
ます。
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(5)権 利擁護センターかつ しか (しっか リサポー ト)

福祉サービスに関する利用相談や苦情相談を行 うととともに、成年後見制度の利

用相談や利用支援を行っている、社会福祉協議会の権利擁護センターの機能をより

強化 し、判断能力が不十分な高齢者や障害者の権利行使を総合的、
一

体的に支援 し

ます。

平成 19年 度から、社会福祉協議会が法人後見人を受任 しています。

(6)警 祭署

警察署長は、区長から援助を求められ、必要 と認められた場合、所属の警察官に

対 し、警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講 じさせるよう

努めなければならないとされています。区は、警祭署 と綿密な連携を図 り、高齢者

虐待の予防 ・防止に取 り組んでいきます。

(7)民 生委員 ・児童委員

民生委員 ・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアで、地域の中
で、福祉全般にわた り相談や支援を行い、区や関係機関との橋渡 し役にもなってい

ます。民生委員 ・児童委員は、日頃の活動を活か し、高齢者虐待を未然に防止する

とともに早期発見に協力するために、早期発見 ・見守 リネ ットワークに参加 してい

ます。民生委員 ・児童委員をはじめとした関係機関との連携は、虐待防止の取組み
では不可欠なものです。

第 3章   区 の役割 と高齢者虐待防止事業

(1)区 の役割

①第 6条 (相談、指導及び助言)… 高齢者虐待防止、養護者支援法

(以下法律名省略)

高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対 して、相談、

指導及び助言の実施

高齢者虐待に関す る相談窓 日は、身近な相談窓 日として、区 (高齢者支援課高齢

者相談係)、 地域包括支援センター、権利擁護センター、警祭署などがあります。

葛飾区では、虐待の防止 と、養護者により虐待を受けた高齢者を保護するため、

専門的知識のある職員を配置 し、高齢者及び養護者に対 して、相談、指導及び助言

を行います。

また、区は、窓日となる部局や高齢者虐待対応協力者の名称を明らかにするな ど

により、周知を行わなければならないとされています。 (高齢者虐待防止、養護者

支援法第 6条 、第 15条 、第 18条 )

なお、区は要介護認定調査員、介護支援専門員、居宅サービス事業者、民生委員 。

児童委員など高齢者に接する機会が多い方々が、高齢者虐待に関する相談窓口に迅

速に連絡できるように広 く周知 していきます。
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区は、高齢者虐待対応協力者の うち適当と認められるものに、相談、指導、及び
助言、通報又は届出の受理、高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係 る事実権
認のための措置並びに養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の全部又は
一

部を委託できます。また、関係する職員は、正当な理由なく委託を受けた事務に
関 して知 り得た情報を漏 らしてはならないことになっています。(高齢者虐待防止、
養護者支援法第 17条 )

②第9条第 1項 (通報等を受けた場合の措置)
通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたと

きは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実
の確認のための措置を講ずるとともに、区と連携協力する者 (以下 「高齢者虐
待対応協力者」 とい う。)と その対応について協議を行 う。

高齢者虐待の通報を受けた時は、速やかに当該高齢者の安全を確認するとともに、
今後の対応の協議を行います。当該高齢者の安全の確認や今後の対応の協議は、チ
ームアプローチが基本 となるとともに、事務処理手順はマニュアルに基づいて、進
めることにな ります。

ア や むを得ない事由による措置の活用について
平成 12年の介護保険制度導入により、介護サービスの提供の仕組みが措

置から契約に変更となりました。 しかし、高齢者虐待への対応など、適切
な公的サービスが提供される必要があります。老人福祉法に規定されてい
る 「やむを得ない事由による措置」は、そういった状況に対応するために
設けられました。

<や むを得ない事由による措置のサービスの主なもの>

(出典)「高齢者虐 止に向けた体制構築のために一東京都高齢者虐待対応マニュアルー」(東京都)

イ 成 年後見制度の活用について

現在の成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断
能力が不十分な人の保護を図るため、民法の一部改正等により平成 12年 4
月にスター トしたものです。
高齢者虐待への対応に関して、認知症等によって高齢者本人の判断能力が

③第9条第2項 (措置 ・一時保護、審判請求)
生命又は身体に重大な危険が生 じているおそれがあると認められ る高齢者を

一時的に保護するため、老人短期入所施設等に入所させるなど、適切に、老人福
祉法第 10条 の 4第 1項 若 しくは第 11条 第 1項 の規定による措置 (やむを得な
い事由による措置)を 講 じ、又は適切に、同法第 32条 の規定により審判の請求
(成年後見申立)を するものとする。

・訪問介護  ・ 通所介護  ・ 短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護  ・ 認知症対応型共同生活介護
・特別養護老人ホーム



不十分な状態の場合には、成年後見制度の活用が一つの有効な支援手段 と

な ります。成年後見人や保佐人、補助人が選任 されることによって、本人
の意思を代弁 して虐待を行っている親族等 との調整を行 うことができます。

成年後見の申立ては、原則 として四親等以内の親族が家庭裁判所に対 して

行 うこととされていますが、親族が申立てをしない場合または親族がいな
い場合は、親族に代わつて区長が申立てをすることができます。

高齢者虐待防止、養護者支援法第 9条 第 2項 の入所等の措置は、そのための居室

が十分に用意 されていなければ実効性がないため、区に 「必要な居室を確保するた

めの措置を講 じる」ものとされています。いわゆる 「シェルター」の確保の規定で

す。

必要な居室 とは、老人短期入所施設や老人福祉法第 5条 の 2第 4項 の厚生労働

省令で定める施設、養護老人ホームや、特別養護老人ホームなどの施設を言い、こ

れ らの施設の増設や定員枠の拡大がなされなければならない とされています。

区は、上記の施設の活用 とともに、シェルターを設置 しています。

⑤第 11条 (立入調査)

生命又は身体に重大な危険が生 じているおそれがあると認めるときは、地域
包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員を
して、当該高齢者の住所又は居所に立ち入 り、必要な調査又は質問をさせるこ

とができる。

立入 り及び調査又は質問を行 う場合、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯 し、関係者の請求があるときは、これを提示 しなければならない。
この立入 り及び調査又は質問を行 う権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈 してはならない。

高齢者虐待への対応は、虐待者や被虐待者の理解を得なが ら進めることが基本で

す。しか し、様々な方法で支援を試みても虐待者の理解が得 られず、高齢者の安否
の確認や必要な援助の実施ができない場合で、高齢者の生命や身体の重大な危険が

強く懸念 される場合には、高齢者虐待防止、養護者支援法第 11条 により迅速に、

居所に立ち入 り、必要な調査又は質問をすることにな ります。
立入調査の実施にあたっては、高齢者本人の意思を事前に確認 してお くほか、関

係機関との連携や受け入れ先の確保など、事前準備などを確実に行い、計画的に進

めていきます。

また、本条に基づく立入 り及び調査又は質問は、犯罪捜査のために行われるもの

ではなく、あくまで高齢者の生命 。身体の保護のために行われるものであると解 さ

れています。

④第

菖幣健提案霊華罫詩留高齢者について老人福祉法第 1 0 条の 4 第 1 項第 3 号又 |

雪露崩ぎ縫哲昌皇と羅覆学畳婚霧温亀贔 3『鱗冨デユ
よる措罰を採

|
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⑥第12条 (警祭署長に対する援助要請等)
立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において必要があると認める

ときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警祭署長に対し援助を
求めることができる。
高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適

切に、警察署長に対 し援助を求めなければならない。

立入調査の実施にあたり、養護者等から物理的その他の手段による抵抗を受ける
おそれがある場合など、警察官の援助が必要と判断される場合等には、葛飾警祭署
長、亀有警祭署長へ援助要請を行います。

この場合は、葛飾警祭署、亀有警祭署の生活安全課あてに援助依頼書を提出し、
緊急の場合を除き、状況説明と立入調査に関する事前協議を行います。

⑦第13条 (面会の制限)
老人福祉法に規定 される 「やむを得ない事由による措置」が採 られた場合、

葛飾区長や養介護施設の長は、高齢者虐待を行つた養護者について当該高齢者
との面会を制限することができる。

虐待を行つていた養護者から高齢者への面会の申し出があった場合には、高齢
者本人の意思を確認するとともに客観的に面会できる状態にあるか どうかを見極
め、担当者一

人での判断ではなく、ケース会議等で面会の可否について判断しま
す。その際には、高齢者の安全を最優先に決定 します。

また、養介護施設長 も面会の制限をすることができます。そのような場合には、
区と事前に協議をしてルールを作っておく必要があります。

高齢者虐待への対応で重要なことは、虐待の状態が改善されて高齢者本人の権利
擁護がなされるようにするとともに、家族の様々な負担を取り除いたり、家族間の
関係調整を行つたりすることで、家族が全体として安定した生活を実現できるよう
に支援することです。
また、家族等が、虐待であるという 「自覚」がないままに虐待行為を行っている

場合も多く、家族に対する指導や助言等の働きかけは不可欠です。
同じく負担軽減のために、高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を

確保するための措置を講じるとしています。ここで、確保すべき 「居室」は、特別
養護老人ホームや老人短期入所施設などの高齢者福祉施設に限定されず、養護者を
介護の負担から解放するため、短期間でも養護者の代わりに高齢者を介護するサー

③第 14条 (養護者の支援)
養護者の負担軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な

措置を講ずるものとする。

この措置 として、養護者の心身の状態に照 らしその養護の負担の軽減を図る
ため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要
となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。
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ビスを提供する施設の利用も含むものです。

③第15条 (専門的に従事する職員の確保)
高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事

務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

専門スタッフの確保が区の責務 として規定されています。区においては、社会
福祉士、保健師、介護支援専門員など、高齢者の保護等の事務に専門的に従事する
職員を配置 しているところであります。

本条の趣 旨は、区は、高齢者虐待に専門的に対応す る担当課ないし係を設置する
ことが求められているとされています。区においては、高齢者支援課高齢者相談係
に高齢者虐待に専門的に対応する職務を持たせています。

また、高齢者支援課高齢者相談係は、各地域包括支援センターを統括する機能
に基づき、指導 。調整をしてまい ります。

区は従来から関係機関や民間団体等 と連携 しているところであります。学識経験
者、医師、弁護士、自治町会連合会、民生委員児童委員協議会、警察署、介護支援
専門員及び居宅サー ビス事業者等を構成員 とす る高齢者虐待防止ネ ッ トワーク運
営委員会を平成 18年 5月 に設置 し、関係機関や民間団体 との対応の協議、連携体
制の構築をしました。

①第 18条 (周知)
高齢者虐待の防止、通報又は各種届出の受理、高齢者の保護、養護者に対す

る支援に関する事務についての窓日となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名
称を明示すること等により当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなけ
ればならない。

虐待の防止、通報又は届出の受理、高齢者の保護、養護者に対する支援に関する
事務事業が、利用者に知 られていなければ意味があ りません。

今後も、窓 口を明示 し、周知の徹底を図るために、パンフレットの作成や講演会
の開催など、具体的な措置を講 じていきます。

⑩第 16条 (連携協力体制)
高齢者虐待の防止、高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施する

ために、老人介護支援センター、地域包括支援セ ンターその他関係機関、民間
団体等 との連携協力体制を整備 しなければならない。 この場合において、養護
者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮 し
なければならない。
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(2)高 齢者虐待防止事業

①虐待の予防に取り組む

(a)講 演会等の開催による普及啓発 (高齢者支援課)
高齢者虐待の理解を促進し、虐待の抑止につなげるために、区民に対す

る普及啓発として、講演会やシンポジウムを開催します。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

高齢者虐待防止普及

啓発事業

1 回

(100ノ()

1 回

(1 0 0人)

1 回

(100人)

(b)先 進的介護予防事業による認知症予防の取 り組み (高齢者支援課)
高齢者がいつまでも介護を必要 とすることなく、いきいきと生活が続け

られるように介護予防の推進が必要不可欠です。このため、区においては
介護保険法内の介護予防事業はもとより、区独 自の先進的介護予防事業に
ついても、シエア活動支援センターをはじめ区内の様々な会場において、
積極的に推進 してまい ります。

①回想法教室
自身の人生を振 り返 り自尊心や意欲を取 り戻 し、充

実感 と精神安定を得ることによって、脳の活性化を

促 し、認知症の予防を図 ります。

②思い出語りの会
グループで年間を通 じて定期的に回想法を行 うこと

で、相互交流を図 りながら、自分 らしさを取 り戻 し、
生きがいを得、意欲の向上につなげます。

③筋力向上 ト
ング

のうぢから

④脳カ ト

おもリバン ドを利用 してそれぞれの体力に合わせて

行 う簡単な運動です。膝や腕の伸縮運動や背伸びの

運動によって表えた筋力をアップさせ転倒や骨折の

予防に役立てます。

加齢 と共に低下 していく、長期記憶 ・短期記憶、判

断力、理解力等を養い、脳の活性化を図るプログラ
ムを行つていきます。触党のセンサーが密集 してい

る手指を動か した り、グループで相談 しながら問題

を解いた りと、いろいろな方 とコミュニケーシ ョン

を取 りながら、より哀えない脳を目指 します。

簡単な計算や音読などの学習プログラムを行いま

す。さらに、普段の生活では使わない左右非対称の

動作などを行 うことで、記憶力、判断力などを養い

ます。同年代の仲間とのコミュニケーションを活性

化 させ ることで、脳 の若返 りを図 ります。

【先進的介護予防事業】

⑤月酋トレ学園



⑥ヘルスリズムス

②サウンドフープ。エ

クササイズ

①いきいきアンチエ

イジング

⑩ポール ウォ
グ

①介護予防地域パ フ
ー養成事業

中嵩莱あ夫鼓などt荻 種類あ打薬碁を使ちでtガ 才
ド役のファシリテーターの指導の下、いろいろなリ
ズムを楽しみながら、生体リズムを整え、心身のリ
ラックスと脳の活性化を図ります。
サウンドフープという楽器を使用することで、音楽
に合わせて無理なく自然に身体を動かすことができ
ます。また、フープを握ることで、握力 ・手指の筋

'

力向上や身体の柔軟性を高めます。

音楽を効某的に活用 じt指 発を動がす襲盤薬碁漬奏
や リズム トレーニング等を取 り入れ、脳の活性化 と
豊かな感性を養成 していきます。

ラバーを張ったラケットと砂の入ったボールを使用
し、ゆつた りとした音楽に合わせて、中国古来の太
極思想 と現代球技の要素を融合 させた運動です。有
酸素運動 とス トレッチ効果で身体の柔軟性、筋力の

維持向上を図 ります。
2本 のポールを持ち、4点 支持で歩 くことにより、
正 しい姿勢で前を見て歩 くことが可能にな り、楽 し

みながらウォーキングをすることができます。体幹
バランスを保持することで、 日常生活における転倒
予防効果を図 ります。

先進的な芥護芋防幾 ぞほt由 惹法 r筋ヵ高 r_ドレ
ーニング ・脳カ トレーニングについて、その推進強
化のために、地域において区民が主体的に取 り組ん
でいけるよう高齢者クラブや 自治町会等の団体を支
援するボランティア養成講座 とスキルアップ講座を
行います。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

① 回想法教室

② 思い出語りの会
③ 筋力向上 トレーニン

グ

④ 脳カ トレーニング
⑤ 脳 トレ学園
⑥ ヘルスリズムス

⑦ サウンドフープ ・ェ

クササイズ

③ いきいきアンチエイ
ジング

2

4

6

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

6

4

2

2

2

4

6

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

6

4

2

2

2 コ ー ス

4 コ ー ス

6 コ ー ス

6 コ ー ス

4 コ ー ス

2 コ ー ス

2 コ ー ス

コ ー ス
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事業目標の数値を要更しきした。

③ 太極 柔 力 球
⑩ ポールウォーキング

① 介護予防地域パワー

養成事業

1 コ ー ス

1 コ ー ス

養成 1コース

フォローアップ

5コース

1 コ ー ス

1 コ ー ス

養成 3コース

1 コ ー ス

1 コ ー ス

養成 1コース

フォローアップ

5コース

(c)キ ャラバン・メイ トの活用、認知症サポーターの養成 (高齢者支援課)
虐待を予防するためには、認知症高齢者に対する正しい知識や適切な介護

方法などについて養護者・家族等に理解されるような取組みを行っていくこ
とが必要です。
区では、認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法等を普及するため、

東京都の養成研修を受けたキャラバン・メイ トを講師として、一般区民、区
役所職員等を対象に地域において認知症の方を支援する認知症サポーター

の養成を進めていきます。
また、小中学生向けにも認知症サポーターの養成講座を開催し、認知症高

齢者の支援の輪を広げていきます。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

認知症サポーターの養成

講座

35回

(800人 )

4 0 回

(900メ、)

45回

(1000ノ人D

※ ( )内 は認知症サポーターの養成人数

②早期発見 ・相談体制を充実させる

(a)ネ ットワーク関係者人の研修 (高齢者支援課)
高齢者虐待の早期発見、迅速な対応につなげるためには、定期的に研修

会を実施し、高齢者虐待の知識と理解を深めていくことが大切です。
区では、区役所の関係各課職員、介護サービス事業者、民生委員 ・児童

委員などへの研修会を定期的に開催していきます。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

ネッ トワーク関係者ヘ

の研修

2回

( 1 5 0人)

2回

(15 0人)

2回

(15 0人)

③高齢者の安全 ・安心を確保する

(a)シ ェルターの設置 (高齢者支援課)
高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳を保持する上で高

齢者の虐待を防止することは極めて重要です。とりわけ、虐待を受けている
高齢者が緊急避難できるよう、シェルターの設置が不可欠となつています。

区では、虐待を受けて緊急に保護を要すると認められた高齢者の安全を



区では、虐待を受けて緊急に保護を要すると認められた高齢者の安全を
確保するため、シェルターを設置 します。

保護 された高齢者に対 しては、心理的外傷を取 り除き、今後の自立につな
げるため、専門の資格を有する相談員 (カウンセラー等)を 派遣するなど心
のケアを行います。

なお、このシェルターは徘徊高齢者の一
時保護施設 としても活用 していま

す。

(b)養 護老人ホームヘの緊急入所措置 (高齢者支援課)
虐待を受けて緊急に保護を要すると認められた高齢者の安全な場所を

確保するため、養護老人ホームヘの緊急入所を行います。

事業 目標随時実施 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

緊急入所措置 随時実施 随時実施 随時実施

(c)や むを得ない事由による措置の実施 (高齢者支援課)
虐待などの理由により、契約によって必要な介護サービスを受けることが

難 しい 65歳 以上の高齢者を特別養護老人ホーム等に措置をし、サービスの

利用に結びつけます。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

やむ を得 ない事 由によ

る措置
随時実施 随時実施 随時実施

④養護者等を支援する

高齢者虐待防止、養護者支援法は、虐待されている高齢者への救済だけでなく、
養護者への支援も規定しています。
虐待は、養護者が精神的、身体的、経済的に疲弊した中で起きます。そのため、

高齢者虐待を防止するためには、養護者のス トレスを解消したり、介護保険帝J度
をはじめ、様々なサービスや制度等の活用、さらに、新たに介護負担の軽減をす
る施策を展開することが重要です。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

シェル ターの設置

(1か所)
継 続 継続 継 続

，
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事業目標の数値を要更しました。
事業目標を追加し孝した。

(a)一 時介護事業の実施 (高齢者支援課)
養護者のス トレスの解消や介護負担を軽減するための一時介護事業を定期

的、計画的に利用することにより、養護者による高齢者虐待を防止することが
できると考えられます。
そのために介護から離れられずにいるご家族を、一時的に、一定の期間、高

齢者の介護から解放する事によって日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つ
けるようにするため、休息やレクリエーションを含む外出などの理由による一

時介護事業を実施します。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

一時介護事業の実施

(延べ)
16人 24メ、 24ノ、

b)シ ョー トステイ事業の実施 (高齢者支援課)
介護をしている養護者の日頃の心身の介護疲れの回復を目的に、高齢者の

要支援 ・要介護認定の有無を問わず、特別養護老人ホーム等に一定期間お預
かりします。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

シ ョー トステ イ 事 業 の

実施 (延べ)
28メ、 42人 42ノ八ヽ

c)夜 間対応型訪問介護 ・随時訪問介護 (介護保険課)
夜間の排せつ介助や薬の服用は、養護者にとって大きな負担であり、介護疲

れの大きな要因となっています。区では、平成 18年 度から介護保険の地域密
着型サービスとして、夜間対応型訪問介護を実施しています。要介護 1以上の
高齢者を対象に、夜間の定期訪問 ・通報による随時訪問介護を実施するサービ
スです。平成 21年 度からは、区独自サービスとして夜間対応型訪問介護に登
録した方を対象に、昼間についても通報による随時訪問介護を提供しています。
(24時間訪問介護支援)

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

夜間対応型訪問介護

(サービス利用者数)

1,055回

( 1 3 0人)

1,348回

(160ノ、)

1,722回

(190ノ、)

随時訪問介護

(サービス利用者数)

478回

(120ノ、)

580回

(145 ノ 代 )

回

人

０

　
０

８

　
７

６

　
１
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事業名を要更し孝した。
事業を通おBしました。

(d)心 理カウンセラーの派遣 (高齢者支援課)
高齢者虐待のメカニズムはまだよく分からない部分がたくさんあります。

なぜ、虐待をしてしまうのか。この問題は大きな課題であります。
虐待を受けた高齢者の保護や養護者の負担軽減策だけではなく、虐待をし

てしまう可能性の高い養護者へのメンタルケアも大事な要素となってきま
す。そのために、養護者からの相談を積極的に受けとめ、心理カウンセラー

派遣を行 うことにより、養護者のス トレスをなくしていく取り組みを行って
いきます。

(c)こ ころの健康についての相談 (保健所 。保健センター)
高齢者の介護を担っている養護者は、先の見えない介護の不安や、周囲へ

の協力を求めることへの抵抗感か ら、身体的にも精神的にも疲れがたま り、
ス トレスが大きくなります。疲れやス トレスの増大は、こころの病を引き起
こすことがあり、その結果適切に介護をすることが困難にな ります。

こころの病は、特別な人がかかるものではなく、誰にでもいつでも起こり
えるため、早めに気づいて適切な治療や支援を受けることが大切です。
保健所 。保健センターでは、こころの健康についての対応や治療について

相談を行 うことにより、養護者が適切に介護できるよう支援 します。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

こころの健康についての

相談
随時実施 随時実施 随時実施

(f)24時 間電話相談の実施 (高齢者支援課)

虐待を早期に発見 し、深亥J化を防ぐためにも、虐待を受けている高齢者 自
身や養護者が気軽にいつでも相談できる環境を整備す ることが求められて
います。

高齢者虐待は家庭の中で行われ ることが多 く、虐待 している人は虐待をし
ているとい う認識がなかった り、虐待を受けている高齢者は虐待をしている
家族をかばって、虐待の事実を訴えない傾向があります。

区では、相談体制の充実を図るために、平成 18年 11月 1日 より、虐待
に関する相談を受ける 24時 間電話相談事業を開始 しています。

平成 21年 度からは、対象を拡大 し、介護などに関する相談を 「介護ほっ
と24時 間電話」で受け付けています。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25度 平成 26年 度

心理カウンセラーの派遣 1 0 人 1 0 人 1 0 人
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事業目標の数値を要更し孝した。

事業 目標 平成 24年 度 平成 25年 度 平成 26年 度

相談件数 120イ牛 1 2 0件 120イ牛

⑤チームアプローチを強化する (高齢者支援課)
(a)高 齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催

高齢者虐待には、家族や本人が問題を重複して抱えていることも少なくな
いことから、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の開催をはじめ、区役
所関係各課や医療機関、介護サービス事業者などの関係機関への事業の周知
と連携を強化します。

事業 目標 平成 24度 平成 25年 度 平成 26年 度

■
ｒツう不

　△
〓

ワーク運営委員
3回 3回 3回

(b)地 域ケア会議の実施 (地域包括支援センター ・高齢者支援課)
虐待ケースの支援に関して、関係職種の情報共有を図 り、関係者の連携を

築 くために、地域包括支援センターの主催による地域ケア会議を実施 します。

事業 目標 平成 24度 平成 25年 度 平成 26年 度

地域ケア会議 継続 継続 継 続

(c)研 修 ・事例検討会の実施 (高齢者支援課)
医療機関、介護サービス事業の従事者、地域包括支援センター職員、保

健センター職員などの専門職に対し、よりよい協力関係、相互の役害Jの理解
とスキルアップのため、過去の事例を通して専門知識の研修 ・事例検討会を
行います。

事業 目標 平成 24度 平成 25年 度 平成 26年 度

研修 ・事例検討会 随時実施 随時実施 随時実施
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縮計を3カ年とし、テー々の説BR女を修正しました。

第 4部  養 介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

第1章 養 介護施設従事者による高齢者虐待の実態

厚生労働省発表の 「平成 22年 度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援などに関する法律に基づ く対応状況等に関する調査結果」(平成 23年 12月

6日 発表)に よると、平成 22年 度の養介護施設従事者による高齢者虐待に関す

る相談 ・通報の総数は、506件 です。

その うち虐待の事実が認められたのは、95件 で した。

(1)高 齢者虐待の概要

①相談 ・通報者

過去 3年 間において全国の状況を見ると 「当該施設職員」、「当該施設元

職員」両職員による合計割合が一
番高く、次に 「家族 ・親族」が多い状態

です。葛飾区では、年間に 1件 程度の報告がきています。

神談 ・通報者
全 国

204 21塗 二提彗 22空 F度
イ牛数 割 合 イ牛数 書」を イ牛数 Jてき

当 該 施 設 職 員 116 22_9% 123 27.2% 68 11,9%

家 族 ・親 族 156 30_8% 105 23,2% 132 23,0%

当 該 施 設 元 職 員 56 11、1% 51 11_3% 176 30,7%

介 護 支 援 専 門 員 16 3.2% 16 3_5% 2 3 4_0%

都 道 府 県 か ら連 絡 2 4 4_7% 3 8 8,4% 26 4.5%

本 人 1 4 2_8% 1 4 3,17 2 4 4_2%

医 師 3 0_6% 2 0_4% 5 0、9%

国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 4 0.8% 1 0_2% 3 0_5%

そ の 他 56 11 1% 61 13_5% 65 11.3%

不 明 ( 匿 名 含 む ) 61 12_1% 4 1 9_1% 5 1 8_9%

合 計 506 100_0% 453 1000% 573 1000%

実 相 談 件 数 431 403 506

葛 飾 区

204手 層剪牛 数 2 1年 度 件 数 22年 度 イ牛 数

当 該 施 設 職 員 0 0 1

家 族 口親 族 3 O 0

当 該 施 設 元 職 員 1 0 0

本 人 0 1 O

合 計 0 1 1

実 相 談 件 数 4 1 1

(出典)全 国 :「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す る支援な どに関す る法律に基づ く対応状況等に

関す る調査結果」 (厚生労働省老健局高齢者支援課認知症 ・虐待防止対策推進室平成 23年 12月 6日 報道

表)
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(2)虐 待のあった養介護施設および従事者の概要

①施設 。事業所の種別

全国において上位にあるのが 「特別養護老人ホーム」で次に 「認知症

対応型共同生活介護」です。養介護施設においても介護負担 と虐待の関

係が考えられます。

虐待のあった養介護施設

全 国

20 巨炉事 F度 224 三層

件 数 構 成副 含 件 数 構成割合 件 数 構成 副 含

特別養護老人ホーム 21 300% 23 30.3% 28 292%

介護老人保健施設 157% 145% 177%

介護療養型 医療施設 0 0,0% 2 26% 1 110%

認知症対応型共同生活介護 22 314% 17 22_4% 21 219%

有料老人ホーム 0 〔
υ

〔
υ 92% 8 8,3%

小規模多機能型居宅介護 1 14タ 2 26% 1 10%

軽費老人ホーム 0 0.0物 1 1_3% 0 0.0%

養護老人ホーム 1 14物 2 2.6% 4 4.2%

短期入所施設 1 14物 3 39% 4 42%

訪問介護、訪問入浴介護 7 10.0物 3 39% 3 31%

老人デイサービスセンター 3 4.3歓 2 2.6% 5 52%

特定施設入居者生活介護 3 430/1 3 3.9% 4 42%

合計 70 1000歓 ，
′ 1000% 96 1000%

※構成害1合は四捨五入しているので内訳の合計が100%に 合わない場合がある。

飾 区

20年度件数 21年度件数 22年度件数

特別養護老人ホーム 0 0 1

介護老人保健施設 2 0 0

養護老人ホーム 1 0 0

短期入所施設 0 1 0

老人ディサービスセンター 0 0 0

居宅介護支援施設 1 0 0

合 計 4 1 1

(出典)全 国 :「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律に基づく対応状況等

に関する調査結果」(厚生労働省老健局高齢者支援課認知症 ・虐待防止対策推進室平成 23年 12月 6

日報道表)
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第 2章  養 介護施設従事者等による高齢者虐待防止等のための措置

高齢者虐待防止、養護者支援法は、在宅の高齢者だけでなく、養介護施設等を

利用する高齢者に対する、施設の職員等からの虐待を防止することも定めていま

す。

養介護施設従事者等による虐待を防止するためには、職員等に対する虐待防止

に関する研修の実施とともに、養介護施設の利用やサービスにおける利用者等か

らの苦情処理体制の整備が不可欠です。

現行の苦情処理制度として、厚生労働省の発表した 「社会福祉事業の経営者
による福祉サービスに関する苦情対応の仕組みについて (指針)」 に基づいて

設置されている 『第二者委員』や、都道府県社会福祉協議会の設置による、利
用者からの苦情を解決する機関としての 『福祉サービス運営適正化委員会』が

あります。また、国民健康保険団体連合会では、介護保険法に基づき、事業者
の提供するサービスに関する苦情などを受け付ける事業を行つています。

さらに、本区では、福祉サービスに関する苦情を公正 ・中立な立場で調整する
「福祉サービス苦情調整委員」制度を設けており、養介護施設等利用者及び家族

等からの苦情に対応しています。また、養介護施設等を定期的に訪問し、利用者
からのサービスについての不満や不安を聞き取り、施設との橋渡しを行 うことで

吉情を未然に防ぎ、サービスの向上を図る 「介護相談員」事業を実施するなど、

養介護施設従事者等による高齢者虐待の発見・予防のための措置を講じておりま

す。

第 3章  養 介護施設従事者等による高齢者虐待 に係 る通報等

養介護施設従事者等による虐待を防止するため、養介護施設従事者等が勤務先
において、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した場合の通報義務が「高齢者虐待防止、養護者支援法」で規定されています。
区は、この通報を受けた場合には、区単独、若しくは都などと協力して、養介護
施設等に対して事実確認等の調査を実施します。

また、区は、①養介護施設等の名称、所在、種別 ② 虐待を受けたと思われる

高齢者の性別、年齢 ③ 虐待の種別、内容、発生要因などを、都に報告します。
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第 4章  養 介護施設等 の適正 な運営の確保 のための取組み

養介護施設等の適正な運営を確保するため、都との連携による指導の強化に努
めます。また、地域密着型サービス事業者については、区に事業者指定 ・運営指

導の権限があるので、人員配置基準が守られているか、良好なケアがなされてい

るか、適正な給付が行われているか等を確認するため、定期的な事業者指導や立

入調査等を実施します。

また、サービスの質の確保を図るため、第二者が一定の基準に基づき、評価を

行 う 「福祉サービス第三者評価」の受審を引き続き促進してまいります。
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